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（
内
閣
委
員
会
）

特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法
案
（
閣
法
第
六
四
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
措
置
と
し
て
、
健
全
な
カ
ジ
ノ
事
業
の

収
益
を
活
用
し
て
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
一
体
的
な
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
我
が
国
に
お
い
て
国
際
競
争
力
の

高
い
魅
力
あ
る
滞
在
型
観
光
を
実
現
す
る
た
め
、
都
道
府
県
等
に
よ
る
区
域
整
備
計
画
の
作
成
及
び
国
土
交
通
大
臣
に
よ
る
当

該
区
域
整
備
計
画
の
認
定
の
制
度
、
カ
ジ
ノ
事
業
の
免
許
そ
の
他
の
カ
ジ
ノ
事
業
者
の
業
務
に
関
す
る
規
制
措
置
等
に
つ
い
て

定
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域

１

国
土
交
通
大
臣
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
す
る
と
と
も
に
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
推
進
本
部
の
決
定

を
経
て
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
の
た
め
の
基
本
的
な
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

都
道
府
県
又
は
指
定
都
市
（
以
下
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）
は
、
設
置
運
営
事
業
等
を
行
お
う
と
す
る
民
間
事
業

者
と
共
同
し
て
、
基
本
方
針
等
に
即
し
て
、
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
の
整
備
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
区
域
整
備
計
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画
」
と
い
う
。
）
を
作
成
し
、
そ
の
議
会
の
議
決
等
を
経
て
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同

大
臣
は
、
基
本
方
針
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
認
定
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
定
区
域
整
備
計
画
の
数
が
三

を
超
え
る
こ
と
と
な
ら
な
い
こ
と
等
の
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
る
と
き
は
、
申
請
さ
れ
た
区
域
整
備
計
画
の
認
定
を
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

３

国
土
交
通
大
臣
の
認
定
設
置
運
営
事
業
者
（
区
域
整
備
計
画
の
認
定
を
受
け
た
設
置
運
営
事
業
者
を
い
う
。
）
等
に
対

す
る
報
告
の
徴
収
、
指
示
等
に
関
す
る
規
定
を
設
け
る
。

二
、
カ
ジ
ノ
事
業
及
び
カ
ジ
ノ
事
業
者
等

１

認
定
設
置
運
営
事
業
者
は
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
免
許
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
免
許
に
係
る
カ
ジ
ノ
施
設
に
お
い

て
、
当
該
免
許
に
係
る
種
類
及
び
方
法
の
カ
ジ
ノ
行
為
に
係
る
カ
ジ
ノ
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、
１
の
免
許
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
申
請
者
及
び
そ
の
役
員
等
が
十
分
な
社
会
的
信
用
を

有
す
る
者
で
あ
る
こ
と
の
ほ
か
、
申
請
者
の
財
産
的
基
礎
、
カ
ジ
ノ
施
設
の
数
、
カ
ジ
ノ
行
為
区
画
の
う
ち
専
ら
カ
ジ
ノ

行
為
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
と
し
て
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
部
分
の
床
面
積
、
カ
ジ
ノ
施
設
の
構
造
及
び
設

備
、
カ
ジ
ノ
関
連
機
器
等
、
定
款
、
業
務
方
法
書
、
カ
ジ
ノ
施
設
利
用
約
款
、
依
存
防
止
規
程
、
犯
罪
収
益
移
転
防
止
規



- -3

程
等
に
関
す
る
基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

カ
ジ
ノ
事
業
者
（
認
定
設
置
運
営
事
業
者
で
あ
っ
て
、
１
の
免
許
を
受
け
て
カ
ジ
ノ
事
業
を
行
う
も
の
を
い
う
。
）
の

主
要
株
主
等
そ
の
他
の
関
係
者
に
つ
い
て
、
所
要
の
規
制
を
設
け
る
。

三
、
カ
ジ
ノ
施
設
へ
の
入
場
の
制
限

二
十
歳
未
満
の
者
、
暴
力
団
員
等
、
入
場
料
又
は
認
定
都
道
府
県
等
入
場
料
を
納
付
し
な
い
者
並
び
に
本
邦
内
に
住
居
を

有
し
な
い
外
国
人
以
外
の
者
で
あ
っ
て
、
カ
ジ
ノ
施
設
に
入
場
し
、
又
は
滞
在
し
よ
う
と
す
る
日
か
ら
起
算
し
て
過
去
七
日

間
に
お
け
る
入
場
等
回
数
が
既
に
三
回
に
達
し
て
い
る
も
の
及
び
過
去
二
十
八
日
間
に
お
け
る
入
場
等
回
数
が
既
に
十
回
に

達
し
て
い
る
も
の
は
、
政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
カ
ジ
ノ
施
設
に
入
場
し
、
又
は
滞
在
し
て
は
な
ら
な
い
。

四
、
入
場
料
及
び
認
定
都
道
府
県
等
入
場
料

国
は
、
入
場
者
（
本
邦
内
に
住
居
を
有
し
な
い
外
国
人
を
除
く
。
）
に
対
し
、
三
千
円
の
入
場
料
を
賦
課
す
る
も
の
と

し
、
認
定
都
道
府
県
等
は
、
三
千
円
の
認
定
都
道
府
県
等
入
場
料
を
賦
課
す
る
も
の
と
す
る
。

五
、
国
庫
納
付
金
及
び
認
定
都
道
府
県
等
納
付
金

カ
ジ
ノ
事
業
者
は
、
国
庫
納
付
金
（
カ
ジ
ノ
行
為
粗
収
益
の
百
分
の
十
五
に
相
当
す
る
額
及
び
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
経



- -4

費
の
う
ち
当
該
カ
ジ
ノ
事
業
者
に
負
担
さ
せ
る
こ
と
が
相
当
な
も
の
の
額
と
し
て
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
が
定
め
る
額
の
合
計

額
）
及
び
認
定
都
道
府
県
等
納
付
金
（
カ
ジ
ノ
行
為
粗
収
益
の
百
分
の
十
五
に
相
当
す
る
額
）
を
国
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

六
、
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会

１

内
閣
府
の
外
局
と
し
て
、
カ
ジ
ノ
事
業
の
監
督
に
関
す
る
事
務
等
を
つ
か
さ
ど
る
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
を
置
き
、
委
員

長
及
び
委
員
四
人
を
も
っ
て
組
織
す
る
。
委
員
長
及
び
委
員
は
、
両
議
院
の
同
意
を
得
て
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す

る
。

２

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
の
カ
ジ
ノ
事
業
者
等
に
対
す
る
監
査
、
報
告
の
徴
収
、
公
務
所
等
へ
の
照
会
等
に
関
す
る
規
定
を

設
け
る
。

七
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。


